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企
画
概
要

明
治
一
五
〇
年
特
別
展
「
湖
国
か
ら
見
た
明
治
維
新
」
は
、

本
県
が
所
蔵
す
る
歴
史
的
文
書
（
歴
史
公
文
書
等
）
の
紹
介

を
通
じ
て
、
明
治
期
の
滋
賀
県
政
の
歩
み
を
振
り
返
る
連
続

企
画
で
す
。
平
成
三
十
年
（
二
〇
一
八
）
一
月
か
ら
開
催
中

で
、
翌
三
十
一
年
一
月
ま
で
、
全
四
回
に
わ
た
り
展
示
を
予

定
し
て
い
ま
す
。
関
連
す
る
講
演
会
も
ご
用
意
し
ま
し
た
。

【
展
示
】

第
一
期
「
滋
賀
県
の
誕
生
」

期
間

平
成

年
１
月

日
～
４
月

日

30

22

19

第
二
期
「
文
明
開
化
と
滋
賀
県
」

期
間

平
成

年
４
月

日
～
７
月

日

30

23

19

第
三
期
「
白
熱
す
る
滋
賀
県
会
」

期
間

平
成

年
７
月

日
～

月

日

30

23

10

18

第
四
期
「
溢
れ
る
琵
琶
湖
、
出
征
す
る
県
民
」

期
間

平
成

年

月

日
～

年
１
月

日

30

10

22

31

24

【
講
演
会
】

「
琵
琶
湖
の
水
運
史
―
汽
船
と
鉄
道
の
時
代
を
中
心
に
―
」

日
程

平
成

年

月

日

30

11

21

講
師

太
田
浩
司
氏
（
長
浜
市
市
民
協
同
部
学
芸
専
門
監
）

展
示
の
特
徴

（
１
）
明
治
時
代
全
体
を
扱
っ
た
通
史
的
展
示

本
企
画
の
第
一
の
特
徴
は
、
維
新
前
後
だ
け
で
な
く
、
明

治
時
代
全
体
を
扱
っ
た
通
史
的
展
示
と
し
た
こ
と
で
す
。
こ

れ
ま
で
当
室
で
は
、
年
間
五
～
八
回
の
ペ
ー
ス
で
企
画
展
示

を
開
催
し
、
平
成
二
十
九
年
末
段
階
で
、
全
六
七
回
に
達
し

て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
展
示
で
は
、
多
様
な
観
点
か
ら
県

政
の
歩
み
を
紹
介
し
て
き
ま
し
た
が
、
そ
の
一
方
で
全
体
像

が
見
え
づ
ら
い
と
い
う
難
点
が
あ
り
ま
し
た
。
歴
史
的
文
書

を
読
み
解
く
に
は
、
調
べ
た
い
事
柄
に
関
わ
る
時
代
背
景
の

理
解
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
が
、
本
県
の
県
史
は
、
戦
後
に
「
昭

和
編
」
し
か
刊
行
さ
れ
て
お
ら
ず
、
明
治
期
の
県
政
史
が
手

薄
と
い
う
課
題
も
抱
え
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
本
展
示
で

は
、
開
室
か
ら
十
年
間
の
集
大
成
的
な
構
成
を
意
識
し
た
の

で
す
。

第
一
期
は
明
治
元
年
か
ら
十
年
頃
ま
で
で
す
。
大
津
裁
判

所
の
設
置
か
ら
、「
滋
賀
県
」
と
い
う
行
政
区
画
が
成
立
す
る

ま
で
の
経
緯
を
中
心
に
紹
介
し
ま
し
た
。
小
学
校
や
地
方
民

会
（
後
の
県
議
会
）
に
関
わ
る
県
政
草
創
期
の
公
文
書
を
数

多
く
展
示
し
て
い
ま
す
。

第
二
期
は
明
治
十
一
年
か
ら
二
十
一
年
頃
ま
で
で
す
。
い

わ
ゆ
る
地
方
三
新
法
（
統
一
的
地
方
制
度
を
定
め
た
三
つ
の

法
律
）
期
を
対
象
と
し
、
県
会
や
郡
役
所
な
ど
、
新
た
な
地

方
制
度
が
整
備
さ
れ
た
時
期
を
扱
っ
て
い
ま
す
。
県
庁
舎
が

円
満
院
か
ら
現
在
の
位
置
に
新
設
さ
れ
た
の
も
こ
の
頃
で
す
。

第
三
期
は
明
治
二
十
二
年
か
ら
二
十
六
年
頃
ま
で
で
す
。

県
庁
舎
の
彦
根
へ
の
移
転
建
議
や
、
坂
田
・
東
浅
井
両
郡
の

分
合
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
、
県
会
が
大
い
に
白
熱
し
た
時
期
で

す
。
特
別
展
の
な
か
で
最
も
対
象
時
期
は
短
い
も
の
の
、
大

津
事
件
を
含
め
て
、
県
政
史
上
重
要
な
事
件
が
数
多
く
起
こ

っ
て
い
ま
す
。

第
四
期
は
明
治
二
十
七
年
か
ら
四
十
五
年
頃
ま
で
で
す
。

日
清
・
日
露
と
い
う
二
度
の
対
外
戦
争
が
起
こ
り
、
琵
琶
湖

大
水
害
、
姉
川
地
震
な
ど
の
大
災
害
も
頻
発
し
た
時
期
で
す
。

郡
の
分
合
問
題
が
落
ち
着
き
を
見
せ
、
よ
う
や
く
府
県
制
・

郡
制
が
施
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

以
上
、
本
特
別
展
で
は
、
明
治
時
代
を
四
つ
に
時
期
区
分

し
、
県
政
史
を
中
心
と
し
た
通
史
的
展
示
を
心
が
け
ま
し
た
。

お
お
む
ね
十
年
単
位
で
す
が
、
地
方
制
度
上
の
画
期
や
時
代

像
の
ま
と
ま
り
を
意
識
し
て
い
ま
す
。
今
回
の
展
示
を
通
じ

て
、
こ
れ
ま
で
断
片
的
に
紹
介
し
て
き
た
テ
ー
マ
や
事
件
が

県
政
史
の
流
れ
の
中
で
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

（
２
）
地
域
史
の
視
点
を
重
視

第
二
の
特
徴
は
、
展
示
名
の
「
湖
国
か
ら
見
た
」
に
表
れ

て
い
る
よ
う
に
、
地
域
史
の
視
点
を
明
確
に
し
た
こ
と
で
す
。

明
治
維
新
後
、
急
速
に
進
ん
だ
日
本
の
近
代
化
は
、
中
央
政

府
の
主
導
性
が
大
き
い
こ
と
で
知
ら
れ
、
と
も
す
る
と
国
の

政
策
を
な
ぞ
る
だ
け
の
展
示
に
な
り
や
す
い
も
の
で
す
。
し

か
し
、
そ
れ
で
は
全
国
ど
こ
で
も
同
じ
よ
う
な
内
容
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
し
、
実
際
に
歴
史
的
文
書
に
触
れ
て
み
る
と
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
様
々
な
模
索
の
痕
跡
が
見
ら
れ
ま
す
。

そ
こ
で
本
展
示
で
は
、
国
の
政
策
を
意
識
し
つ
つ
も
、
な

る
べ
く
県
の
独
自
性
が
見
ら
れ
る
文
書
を
優
先
的
に
選
ぶ
こ

と
と
し
ま
し
た
。
国
の
政
策
に
従
う
だ
け
の
受
動
的
な
地
方

像
で
は
な
く
、
主
体
的
に
時
代
と
向
き
合
う
地
域
の
姿
を
示

そ
う
と
考
え
た
か
ら
で
す
。
全
国
ど
こ
で
も
見
ら
れ
る
文
書

で
は
な
く
、
当
室
で
し
か
閲
覧
で
き
な
い
も
の
を
基
本
的
に

は
選
択
し
て
い
ま
す
。
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例
え
ば
、
小
学
校
の
設
立
に
関
わ
っ
て
は
、「
学
制
」
の
公

布
と
い
う
著
名
な
太
政
官
布
告
を
所
蔵
し
て
い
ま
す
が
、
展

示
で
は
取
り
上
げ
て
い
ま
せ
ん
。
実
際
に
紹
介
し
た
の
は
、

「
立
校
方
法
概
略
」
と
呼
ば
れ
る
県
の
法
令
で
す
。
同
文
書

で
は
、
小
学
校
に
か
か
る
費
用
を
戸
数
割
で
集
め
る
よ
う
定

め
て
い
ま
す
が
、
極
貧
者
の
出
資
を
免
除
し
た
り
、
私
学
・

私
塾
の
活
用
を
認
め
る
な
ど
、
県
民
の
負
担
を
考
慮
し
た
柔

軟
な
運
用
法
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
県
独
自
の

法
令
を
紹
介
す
る
こ
と
で
、
小
学
校
の
設
立
と
い
う
国
の
政

策
が
、
地
域
で
ど
の
よ
う
に
具
体
化
さ
れ
て
い
っ
た
か
を
知

る
手
が
か
り
と
な
る
で
し
ょ
う
。

ま
た
本
展
示
で
は
、
琵
琶
湖
疏
水
（
琵
琶
湖
と
京
都
を
結

ぶ
水
路
）
開
削
に
関
し
て
、
内
務
・
農
商
務
両
省
に
宛
て
た

県
の
上
申
書
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
同
疏
水
は
、
東
京
奠
都

（
て
ん
と
）
で
衰
退
し
た
京
都
の
産
業
振
興
に
大
き
な
役
割

を
果
た
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
当
時
の
滋
賀
県

で
は
水
不
足
を
心
配
す
る
声
が
大
き
か
っ
た
よ
う
で
す
。
同

文
書
に
よ
れ
ば
、
県
の
勧
業
諮
問
会
に
お
い
て
、
京
都
ま
で

の
水
路
開
削
は
「
到
底
有
害
無
益
ノ
事
業
ナ
リ
」
と
の
意
見

も
出
さ
れ
た
よ
う
で
、
旱
魃
時
の
湖
水
の
減
量
を
予
防
す
る

措
置
を
と
る
よ
う
求
め
て
い
ま
す
。
実
際
に
工
事
中
に
は
、

大
津
西
部
一
帯
で
井
戸
水
が
枯
れ
る
事
態
が
発
生
し
て
お
り
、

県
民
の
心
配
は
単
な
る
杞
憂
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
同

疏
水
は
、
京
都
を
代
表
す
る
近
代
化
遺
産
の
一
つ
で
す
が
、

滋
賀
県
側
の
視
点
か
ら
開
削
事
業
を
紹
介
す
る
こ
と
で
、
地

域
開
発
が
も
つ
多
面
的
な
意
味
を
伝
え
る
こ
と
に
努
め
ま
し

た
。

（
３
）
利
用
促
進
の
た
め
の
展
示

第
三
の
特
徴
は
、
今
回
の
展
示
に
限
り
ま
せ
ん
が
、
展
示

の
た
め
の
展
示
で
は
な
く
、
今
後
の
利
用
促
進
を
見
据
え
た

展
示
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
公
文
書
館
の
展
示
の
主
な

役
割
と
は
、
所
蔵
文
書
を
広
く
紹
介
す
る
こ
と
で
、
同
文
書

の
利
用
を
促
す
こ
と
に
あ
り
ま
す
（
公
文
書
管
理
法
第
二
三

条
）。
そ
の
た
め
、
展
示
文
書
の
選
定
に
は
、
利
用
者
が
関
連

テ
ー
マ
を
調
べ
る
上
で
欠
か
せ
な
い
文
書
を
優
先
的
に
選
ぶ

こ
と
と
し
ま
し
た
。
単
に
物
珍
し
い
文
書
を
紹
介
し
て
も
、

後
日
利
用
者
が
申
請
書
を
提
出
し
て
ま
で
、
現
物
を
確
認
す

る
こ
と
は
ま
れ
で
す
。
自
治
体
史
の
史
料
編
に
収
録
さ
れ
る

よ
う
な
汎
用
性
の
高
い
文
書
を
探
り
当
て
、
そ
の
存
在
を
広

く
県
内
外
の
人
び
と
に
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
こ
そ
、
展
示

の
第
一
義
的
な
役
割
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。
明
治
一
五
〇
年

企
画
で
あ
っ
て
も
、
長
期
に
渡
っ
て
意
味
の
あ
る
展
示
に
な

る
よ
う
に
、
な
る
べ
く
こ
の
視
点
は
外
さ
な
い
よ
う
心
が
け

ま
し
た
。

企
画
終
了
後
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
全
て
の
展
示
文
書

の
写
真
（
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
付
）
と
図
録
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

普
段
当
室
で
受
け
る
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
の
一
定
数
は
、
こ
の
掲

載
文
書
に
関
わ
る
も
の
で
、
閲
覧
申
請
に
つ
な
が
る
事
例
も

数
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
展
示
に
か
か
る
労
力
は
決
し
て
小
さ

く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
一
度
準
備
し
た
展
示
物
は
そ
の
場
限
り

の
も
の
で
は
な
く
、
確
実
に
室
の
財
産
と
な
り
続
け
る
も
の

な
の
で
す
。

お
わ
り
に

以
上
、
簡
単
で
は
あ
り
ま
す
が
、
今
回
の
展
示
を
企
画
す

る
際
に
心
が
け
た
三
つ
の
特
徴
を
紹
介
し
て
き
ま
し
た
。
本

展
示
を
通
じ
て
最
も
伝
え
た
か
っ
た
こ
と
は
、
公
文
書
を
含

め
た
広
義
の
地
域
史
料
を
次
代
に
残
す
こ
と
の
重
要
性
で
す
。

明
治
維
新
の
歴
史
的
評
価
は
、
立
場
や
見
方
に
よ
っ
て
様
々

な
解
釈
が
あ
り
え
ま
す
が
、
地
域
に
生
き
る
人
び
と
に
と
っ

て
の
意
味
合
い
は
、
地
域
史
料
を
通
じ
て
し
か
迫
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。
県
の
歴
史
的
文
書
は
、
県
内
で
実
施
さ
れ
た

様
々
な
近
代
化
政
策
の
記
録
で
あ
る
と
と
も
に
、
賛
否
含
め

た
県
民
の
諸
反
応
の
記
録
で
も
あ
り
ま
す
。
明
治
維
新
と
い

う
歴
史
的
大
事
件
を
単
な
る
年
表
上
の
出
来
事
に
と
ど
め
ず

に
、
現
在
私
た
ち
が
生
活
す
る
地
域
社
会
の
視
点
か
ら
捉
え

直
す
上
で
、
格
好
の
材
料
と
な
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
な

地
域
史
料
が
適
切
に
保
存
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
中
央
政
府

や
一
部
の
指
導
層
の
立
場
か
ら
だ
け
し
か
、
歴
史
的
事
件
を

理
解
で
き
な
く
な
る
の
で
す
。

（
大
月
英
雄
）

展示ポスター
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滋
賀
県
に
は
歴
史
あ
る
社
寺
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。
近
代

以
降
、
文
化
財
保
護
の
動
き
の
中
で
、
こ
れ
ら
の
社
寺
は
調

査･

修
理･

保
護
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
当
初
は
ど
の

よ
う
な
文
化
財
が
あ
る
の
か
も
分
か
っ
て
お
ら
ず
、
全
国
で

宝
物
や
建
造
物
を
把
握
す
る
た
め
の
調
査
が
行
わ
れ
ま
す
。

本
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
そ
の
調
査
の
た
め
に
明
治
期
に
作
成
さ

れ
た
「
古
社
寺
調
書
編
冊
」
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

日
本
に
お
け
る
文
化
財
保
護
の
動
き
は
、
明
治
四
年
（
一

八
七
一
）
五
月
二
十
三
日
布
告
の
「
古
器
旧
物
保
存
方
」
に

始
ま
り
ま
す
。
こ
の
法
令
は
、
明
治
維
新
直
後
の
廃
仏
毀
釈

や
、
文
明
開
化
に
伴
う
「
厭
旧
尚
新
」
思
想
に
よ
る
旧
物
の

破
壊
・
散
逸
か
ら
こ
れ
ら
を
守
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
制
定

さ
れ
た
も
の
で
す
。
古
器
旧
物
（
建
造
物
は
含
ま
な
い
）
の

「
保
全
」
を
う
た
い
、
そ
の
目
録
の
提
出
を
府
県
に
求
め
て

い
ま
す
。
一
方
の
建
造
物
は
、
明
治
十
三
年
に
社
寺
保
存
内

規
が
定
め
ら
れ
、
古
社
寺
の
営
繕
費
を
下
付
す
る
仕
組
み
が

整
え
ら
れ
ま
し
た
。
た
だ
し
、
古
社
寺
の
維
持
基
金
と
し
て

の
性
格
が
強
く
、
文
化
財
と
し
て
の
関
心
は
希
薄
で
し
た
。

そ
の
よ
う
な
中
、
明
治
二
十
八
年
二
月
四
日
、
衆
議
院
に

「
古
社
寺
保
存
ニ
関
ス
ル
建
議
案
」
が
提
出
さ
れ
、
翌
三
月

四
日
に
可
決
、
採
択
さ
れ
ま
し
た
。
建
議
で
は
「
美
術
ノ
淵

源
」
で
あ
る
古
社
寺
（
特
に
そ
の
宝
物
類
と
建
造
物
）
の
保

存
が
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

同
年
四
月
五
日
、
こ
の
建
議
を
も
と
に
し
た
内
務
省
訓
令

に
よ
り
、
全
国
の
府
県
道
は
管
内
の
保
存
す
べ
き
古
社
寺
な

ど
の
取
り
調
べ
を
命
じ
ら
れ
ま
す
１

。
こ
れ
を
受
け
滋
賀
県
は
、

各
郡
役
所
・
町
村
役
場
に
そ
の
調
査
を
命
じ
ま
し
た
２

。
こ
の

時
作
成
さ
れ
た
も
の
が
、
今
回
ご
紹
介
す
る
文
書
群
「
古
社

寺
調
書
編
冊
」
で
す
。
調
査
結
果
は
、
各
町
村
長
に
よ
り
寺

院
・
神
社
・
名
勝
及
旧
跡
に
分
類
の
上
で
二
部
作
成
さ
れ
、

一
旦
郡
で
取
り
纏
め
と
事
実
審
査
を
行
い
、
知
事
へ
と
進
達

さ
れ
ま
し
た
。

提
出
さ
れ
た
調
書
は
、
一
部
が
国
に
提
出
さ
れ
、
も
う
一

部
の
控
え
は
「
寺
院
建
造
物
等
調
書
編
冊
」【
明
す

】【
明

658

せ

、

、

、

、

、

】、「
神
社
建
造
物
等
調

15

16

19

53

55

58

書
編
冊
」【
明
せ

、

、

、

、

、

、

】、

17

18

20

52

54

56

57

「
名
勝
及
旧
跡
調
書
」【
明
せ

合
本

】
と
し
て
、
本
県

105

2

所
蔵
の
歴
史
的
文
書
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
調
査
を
通
し
て
、
古
社
寺
の
実
態
は
次
第
に

明
ら
か
に
さ
れ
て
ゆ
き
、
翌
年
に
は
、
保
存
す
べ
き
社
寺
の

選
択
、
保
存
の
順
序
、
保
存
方
法
、
保
存
費
等
を
審
議
す
る

た
め
の
古
社
寺
保
存
会
が
組
織
さ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
そ
の
翌

年
の
三
十
年
六
月
五
日
に
は
「
古
社
寺
保
存
法
」
が
公
布
さ

れ
、
社
寺
が
所
有
す
る
文
化
財
で
あ
る
建
造
物
と
宝
物
類
の

保
護
が
進
め
ら
れ
て
い
く
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
過
程
で
作
成
さ
れ
た
「
古
社
寺
調
書
編
冊
」

は
、
①
所
在
地
、
②
名
称
、
③
祭
神･
本
尊
、
④
事
由
、
⑤
建

物･

碑
碣
の
名
称･

間
数･

坪
数･

建
設
年
代
と
図
面
、
⑥
境
内･

境
域
、
⑦
永
続
基
本
財
産
、
⑧
宝
物
、
⑨
境
外
所
有
地
、
⑩

境
内
絵
図
面
の
十
項
目
か
ら
成
り
ま
す
。
文
化
財
と
し
て
の

社
寺
の
調
査
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
建
築
図
面

（
本
頁
写
真
）
や
境
内
の
絵
図
面
（
表
紙
写
真
）
が
充
実
し

て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
す
。
滋
賀
県
下
の
社
寺
す
べ
て
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
寺
院
等

件
、
神
社
等

件
、
名
所
旧

466

353

跡
等

件
が
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
明
治
中
期
の
社
寺
の
様

7

子
を
現
在
に
伝
え
る
貴
重
な
史
料
と
い
え
ま
す
。

（
岡
本

和
己
）

【
参
考
文
献
】

･

西
村
幸
夫
「
建
造
物
の
保
存
に
至
る
明
治
前
期
の
文
化
財
保
護
行
政
の
展
開

―
「
歴
史
的
環
境
」
概
念
の
生
成
史

そ
の
１
―
」『
日
本
建
築
学
会
論
文
報

告
集
』
第
三
四
〇
号
、
昭
和
五
十
九
年
六
月
、
一
〇
一
～
一
一
〇
頁
。

･

西
村
幸
夫
「
明
治
中
期
以
降
戦
前
に
お
け
る
建
造
物
を
中
心
と
す
る
文
化
財

保
護
行
政
の
展
開
―
「
歴
史
的
環
境
」
概
念
の
生
成
史

そ
の
２
―
」『
日
本

建
築
学
会
論
文
報
告
集
』
第
三
五
一
号
、
昭
和
六
十
年
五
月
、
三
八
～
四
七
頁
。

１

「
管
内
古
社
寺
並
著
名
社
寺
及
名
所
旧
跡
の
建
造
物
並
碑
及
著
名
の
宝
物
類

に
し
て
、
保
存
ヲ
要
す
る
も
の
調
査
方
の
件
指
令
」（
内
務
省
訓
令
第
三
号
）

【
明
す

合
本

(
)

】。

615

3

104

２

「
古
社
寺
并
著
名
社
寺
名
所
旧
跡
建
物
碑
碣
宝
物
等
保
存
を
要
す
べ
き
も
の

取
調
」（
滋
賀
県
訓
令
第
二
十
五
号
）【
明
す

合
本

（

）】。

70

2

63

西明寺本堂正面【明せ19（37）】
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私
が
大
津
市
の
唐
崎
地
区
に
移
り
住
ん
で
、
お
よ
そ
三
五

年
に
な
り
ま
す
。
年
を
重
ね
る
に
つ
れ
、
同
地
区
に
愛
着
が

わ
く
よ
う
に
な
り
、
江
戸
時
代
は
叡
山
文
庫
の
古
文
書
・
絵

図
、
明
治
以
降
は
県
政
史
料
室
の
公
文
書
・
地
図
に
よ
っ
て
、

少
し
ず
つ
近
隣
の
歴
史
を
調
べ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

私
が
近
年
、
関
心
を
抱
い
て
い
る
対
象
が
「
西
近
江
路
」

で
す
。
か
つ
て
は
北
国
海
道
と
も
呼
ば
れ
、
古
代
以
来
、
湖

西
の
幹
線
道
（
北
陸
道
）
と
し
て
利
用
さ
れ
ま
し
た
。
中
山

道
か
ら
分
岐
し
て
、
湖
北
地
方
を
縦
断
す
る
北
国
街
道
と
は
、

「
海
／
街
」
の
字
が
異
な
る
別
の
道
で
す
。
平
成
二
十
六
年
、

そ
の
あ
ら
ま
し
を
『
坂
本
城
と
北
国
海
道
』
と
い
う
小
冊
子

に
ま
と
め
ま
し
た
の
で
、
少
し
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
八
月
、
大
蔵
省
は
河
港
道
路
修

築
規
則
を
定
め
、
河
川
や
港
、
道
路
の
等
級
基
準
を
示
し
ま

す
。「
全
国
ノ
大
経
脈
」
に
あ
た
る
も
の
を
一
等
道
路
、
一
等

道
路
に
接
続
す
る
脇
道
を
二
等
道
路
、
村
の
経
路
な
ど
を
三

等
道
路
と
定
め
ま
し
た
。
翌
七
年
五
月
、
県
は
西
近
江
路
を

「
二
等
道
路
」
と
区
分
し
て
い
ま
す
。

同
九
年
六
月
、
太
政
官
は
従
来
の
道
路
等
級
を
廃
止
し
、

新
た
に
国
道
・
県
道
・
里
道
の
区
分
を
設
け
ま
す
。
同
十
年

一
月
、
県
は
西
近
江
路
を
「
県
道
一
等
」
に
相
当
す
る
と
内

務
省
に
報
告
し
て
い
ま
す
が
、
全
国
の
路
線
調
査
の
た
め
、

正
式
な
認
定
は
大
幅
に
遅
れ
た
よ
う
で
す
。

歴
史
的
文
書
の
な
か
で
、
西
近
江
路
が
変
更
さ
れ
た
形
跡

を
見
つ
け
ま
し
た
。
明
治
十
八
年
一
月
、
県
よ
り
内
務
省
に

提
出
さ
れ
た
「
県
道
変
換
ノ
儀
伺
」
で
す
。
こ
の
伺
書
に
よ

れ
ば
、
西
近
江
路
の
う
ち
、
錦
織
・
南
滋
賀
両
村
を
通
る
箇

所
は
、
琵
琶
湖
に
面
し
、
水
害
の
被
害
が
大
き
か
っ
た
よ
う

で
す
。
そ
こ
で
、
少
し
内
陸
部
に
移
動
し
て
、
新
道
が
作
ら

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
（
写
真
）。
道
幅
も
八
尺
（
二
・
四

メ
ー
ト
ル
）
か
ら
、
十
尺
（
三
・
〇
メ
ー
ト
ル
）
に
広
げ
る

計
画
で
、
無
事
に
内
務
省
か
ら
許
可
が
お
り
た
よ
う
で
す
。

こ
の
伺
書
を
は
じ
め
、
歴
史
的
文
書
に
は
、
唐
国
地
区
の

歴
史
を
示
す
文
書
が
多
数
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
後
も
少
し

ず
つ
、
知
ら
れ
ざ
る
歴
史
を
紐
解
い
て
い
く
つ
も
り
で
す
。

県
政
史
料
室
で
は
、
本
年
度
よ
り
展
示
ケ
ー
ス
を
増
設
し
、

運
用
を
始
め
ま
し
た
。
新
し
い
展
示
ケ
ー
ス
は
二
台
で
、
一

台
の
外
枠
の
長
さ
は
、
縦
四
四
㎝×

横
一
八
〇
㎝×

高
さ
一

〇
〇
㎝
と
な
っ
て
い
ま
す
。「
琵
琶
湖
森
林
づ
く
り
事
業
」
の

一
環
と
し
て
、
県
内
で
切
り
出
さ
れ
た
木
製
素
材
を
使
用
し

て
い
ま
す
。

今
回
の
増
設
に
よ
り
、
一
度
に
展
示
で
き
る
史
料
が
一
・

五
倍
と
な
り
、
よ
り
見
ご
た
え
の
あ
る
企
画
展
を
ご
覧
い
た

だ
け
ま
す
。
長
大
な
絵
図
の
展
示
も
可
能
と
な
り
ま
し
た
。

今
後
も
、
よ
り
多
彩
で
充
実
し
た
展
示
を
企
画
し
て
い
き

ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
新
し
く
な
っ
た
県
政
史
料
室
に
お
越
し
く

だ
さ
い
。

県道西近江路変換の図面【明う107（117）】

新しい展示ケース
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近
年
、
財
務
省
に
よ
る
決
裁
文
書
の
改
ざ
ん
や
、
自
衛
隊

の
日
報
問
題
を
通
じ
て
、
公
文
書
管
理
の
あ
り
方
が
大
き
な

社
会
的
関
心
を
集
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
公
文
書
と
は
、

「
健
全
な
民
主
主
義
の
根
幹
を
支
え
る
国
民
共
有
の
知
的
資

源
」（
公
文
書
管
理
法
）
で
す
が
、
そ
の
管
理
の
実
態
は
、
こ

れ
ま
で
あ
ま
り
知
ら
れ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
今
回

は
、
明
治
時
代
を
中
心
に
、
本
県
の
公
文
書
管
理
の
歴
史
を

ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

簿
書
専
務
の
文
書
事
務

明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
一
月
、
大
津
県
か
ら
改
称
し
た

滋
賀
県
で
は
、
県
治
条
例
に
基
づ
き
、
新
た
な
職
制
が
定
め

ら
れ
ま
す
１

。
県
庁
の
事
務
は
、
庶
務
・
聴
訟
・
租
税
・
出
納
・

監
察
の
五
課
に
分
け
ら
れ
、
文
書
を
取
り
扱
う
部
署
と
し
て
、

庶
務
課
に
「
簿
書
専
務
」
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

発
足
当
初
の
官
員
は
、
小
島
岩
雄
（
平
民
、
五
八
歳
）、
河

村
勇
吉
（
元
八
戸
藩
士
、
四
三
歳
）、
伊
藤
紀
（
元
円
満
院
宮

家
士
、
三
一
歳
）、
岡
田
光
太
郎
（
平
民
、
一
九
歳
）、
内
堀

義
十
郎
（
平
民
、
一
九
歳
）、
一
井
健
次
郎
（
不
明
）
の
六
人

で
す
２

。
特
に
伊
藤
は
、
そ
の
後
も
一
貫
し
て
文
書
事
務
を
務

め
た
人
物
で
、
明
治
期
の
滋
賀
県
を
代
表
す
る
「
ア
ー
キ
ビ

ス
ト
」（
文
書
管
理
の
専
門
家
）
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

簿
書
専
務
の
事
務
は
、
狭
義
の
文
書
管
理
に
と
ど
ま
ら
ず
、

「
布
達
」（
明
治
八
年
以
前
は
布
令
）
と
呼
ば
れ
る
法
令
の
告

示
に
深
く
関
わ
り
ま
し
た
。
布
達
の
文
案
は
、
戸
籍
専
務
や

社
寺
専
務
な
ど
、
各
事
務
の
担
当
部
署
が
作
成
し
、
そ
の
発

令
に
は
、県
令
の
決
裁
を
得
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た（
稟

議
制
、
写
真
①
）。
そ
の
後
、
簿
書
専
務
は
そ
の
文
案
に
目
を

通
し
、
誤
り
が
な
い
か
確
認
（「
勘
署
」）
す
る
役
割
を
担
っ

た
よ
う
で
す
。
さ
ら
に
同
専
務
は
、
布
達
草
案
（
後
の
原
議
）

の
清
書
も
こ
な
し
、
少
な
く
と
も
明
治
十
一
年
以
後
は
、
全

て
の
布
達
草
案
を
清
書
し
て
い
ま
す
。

県
令
の
決
裁
を
経
た
布
達
は
、「
布
達
書
」（
布
令
書
）
と

し
て
印
刷
に
付
さ
れ
、
区
・
町
村
ご
と
に
戸
数
に
応
じ
た
部

数
が
頒
布
さ
れ
る
と
と
も
に
、
各
地
の
掲
示
場
（
明
治
八
年

廃
止
）で
告
示
さ
れ
ま
し
た
３

。布
達
書
は
、「
布
達
番
号
録（
簿
）」

で
管
理
さ
れ
、
簿
書
専
務
の
手
で
発
令
日
や
文
書
番
号
、
文

書
件
名
、
印
刷
部
数
な
ど
が
書
き
込
ま
れ
ま
し
た
４

。

ち
な
み
に
、
明
治
八
年
頃
、
伊
藤
は
布
達
書
の
誤
り
に
気

付
か
な
い
ま
ま
、頒
布
す
る
と
い
う
過
失
を
犯
し
て
い
ま
す
５

。

た
だ
し
こ
の
時
は
、
発
覚
前
に
自
ら
申
し
出
た
こ
と
で
、
お

咎
め
な
し
と
な
っ
た
よ
う
で
す
。

印
刷
さ
れ
た
布
達
書
は
、
少
な
く
と
も
明
治
八
年
以
後
は
、

簿
冊
に
綴
じ
て
管
理
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ

た
の
は
、
明
治
八
年
四
月
の
太
政
官
達
で
し
た
６

。
太
政
官
で

は
、
明
治
六
年
五
月
に
庁
舎
が
焼
失
し
、
多
く
の
文
書
が
失

わ
れ
た
経
験
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
記
録
文
書
が
失
わ
れ

れ
ば
、「
後
日
ノ
照
会
」
が
で
き
ず
、
事
務
上
の
困
難
が
生
じ

る
と
し
て
、
保
存
方
法
を
設
け
て
大
切
に
保
管
す
る
よ
う
府

県
に
求
め
た
の
で
す
。

現
在
、
県
が
所
蔵
し
て
い
る
「
布
達
編
冊
」
は
、
明
治
七

年
以
前
は
欠
番
が
多
々
あ
り
、
全
て
の
布
達
書
（
布
令
書
）

が
綴
じ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
時
の
達
を
受
け
て
、
新
た

に
編
綴
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
ま
す
。
太
政
官
は
、
簿
冊
目

録
の
提
出
も
命
じ
た
こ
と
か
ら
、
明
治
九
年
以
後
、
県
は
毎

年
各
課
の
目
録
を
内
務
省
に
提
出
し
て
い
ま
す
７

。

明
治
八
年
五
月
に
は
、
布
達
に
文
書
記
号
が
導
入
さ
れ
ま

す
。
そ
れ
以
前
の
布
達
（
布
令
）
は
「
第
○
号
」
と
い
う
よ

う
に
、
文
書
番
号
の
み
が
記
さ
れ
、
細
か
な
文
書
の
区
分
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
布
達
「
甲
第
一
号
」
に
よ

っ
て
、
県
内
全
域
に
関
わ
る
も
の
は
「
甲
号
」、
一
部
の
地
域
・

集
団
に
限
定
す
る
も
の
は
「
乙
号
」、
各
課
・
官
員
に
関
わ
る

も
の
は
「
丙
号
」
と
区
別
さ
れ
た
の
で
す
８

。
そ
の
後
、
文
書

記
号
は
、
種
類
や
意
味
内
容
を
変
え
な
が
ら
、
現
在
ま
で
用

い
ら
れ
て
い
ま
す
。

な
お
、
官
省
・
府
県
と
の
往
復
文
書
や
、
諸
課
・
官
員
向

け
の
達
な
ど
は
、
簿
書
専
務
自
ら
文
案
を
作
成
し
て
い
ま
し

た
。
官
員
履
歴
や
印
鑑
の
管
理
、
後
の
県
公
報
に
相
当
す
る①稟議の様式（明治6年8月）【明い46合本3（18）】
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「
日
誌
」
の
編
纂
も
彼
ら
の
仕
事
で
す
。
簿
書
専
務
の
事
務

は
多
岐
に
わ
た
り
、
大
き
な
権
限
を
も
っ
て
い
た
の
で
す
。

そ
の
後
、
簿
書
専
務
は
、
第
一
課
簿
書
掛
（
掛
の
設
置
、

明
治
九
年
一
月
）、
第
一
課
（
掛
の
廃
止
、
同
年
九
月
）、
庶

務
課
簿
書
部
（
部
の
設
置
、
明
治
十
一
年
十
月
）、
本
局
付
属

（
簿
書
部
の
廃
止
、明
治
十
三
年
三
月
）、内
記
課
職
務
部（
明

治
十
七
年
九
月
）
と
度
々
改
称
し
、
明
治
十
八
年
九
月
に
庶

務
課
記
録
係
と
な
り
ま
す
９

。
こ
の
時
、
同
じ
庶
務
課
に
は
、

職
務
係
や
往
復
係
が
置
か
れ
、
従
来
の
多
様
な
文
書
事
務
は
、

こ
れ
ら
の
係
で
分
担
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
た
だ
し
、

伊
藤
は
職
務
係
と
記
録
係
の
兼
務
が
命
じ
ら
れ
て
お
り
、
引

き
続
き
、
文
書
事
務
の
中
核
的
役
割
を
担
い
ま
し
た
。

簿
書
保
存
規
程
の
制
定

明
治
十
九
年
七
月
、
地
方
官
官
制
が
公
布
さ
れ
、
知
事
は

国
の
法
令
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
府
県
令
の
発
布
が
で
き
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
同
年
八
月
よ
り
布
達
は
県

令
と
改
め
ら
れ
、
そ
の
他
の
達
も
、
訓
令
・
庁
中
令
な
ど
に

な
り
ま
し
た
。
布
達
書
の
頒
布
は
な
く
な
り
、
そ
の
後
は
「
滋

賀
県
公
報
」
を
通
じ
て
、
県
の
法
令
が
周
知
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。「
県
令
達
」
の
簿
冊
目
録
（
明
い
１
～

）
が
、

280

明
治
十
九
年
よ
り
始
ま
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
時
期
に
県
の

法
令
体
系
が
大
き
く
変
わ
っ
た
た
め
で
す
。

明
治
十
九
年
十
二
月
に
は
、
簿
書
保
存
規
程
が
制
定
さ
れ

ま
す
（
写
真
②
）１
０

。
全
て
の
簿
冊
に
重
要
度
に
応
じ
た
保
存

期
限
が
明
記
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
第
一
種
は
永
久
、
第
二

種
は
一
〇
年
間
、
第
三
種
は
三
年
間
と
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

第
一
種
の
簿
冊
は
、「
県
会
議
案
原
稿
」「
諸
達
訓
令
原
議
」

「
本
県
統
計
書
」
な
ど
で
、
現
在
に
至
る
ま
で
県
庁
で
保
存

さ
れ
て
き
た
も
の
で
す
。
一
方
、
第
二
種
の
「
願
伺
書
」「
建

言
書
」
な
ど
や
、
第
三
種
の
「
庁
内
往
復
書
」「
統
計
材
料
」

な
ど
は
、
一
定
の
保
存
期
限
が
過
ぎ
れ
ば
、
主
務
課
（
文
書

作
成
課
）
と
記
録
係
が
再
確
認
し
た
後
は
廃
棄
さ
れ
た
た
め
、

そ
の
内
容
を
知
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。現
在
私
た
ち
が「
歴

史
的
文
書
」
と
し
て
確
認
で
き
る
文
書
は
、
当
時
の
県
官
員

が
作
成
し
た
膨
大
な
文
書
の
内
、
ご
く
一
部
な
の
で
す
。

当
初
、
庁
内
の
全
簿
冊
の
管
理
は
、
記
録
係
の
事
務
と
さ

れ
ま
し
た
が
、
翌
二
十
年
四
月
に
同
係
は
廃
さ
れ
、
各
部
と

学
務
・
監
獄
両
課
に
文
書
主
務
が
置
か
れ
て
い
ま
す
１
１

。た
だ

し
、
翌
二
十
一
年
四
月
に
は
、
各
部
の
文
書
主
務
は
廃
さ
れ
、

再
び
庶
務
課
に
文
書
係
が
置
か
れ
ま
し
た
１
２

。さ
ら
に
明
治
二

十
三
年
十
月
、文
書
事
務
は
知
事
官
房
の
管
轄
と
な
り
１
３

、同

二
十
六
年
十
一
月
、
知
事
官
房
に
文
書
掛
が
置
か
れ
て
以
後

は
１
４

、昭
和
七
年（
一
九
三
二
）十
月
に
文
書
課
と
な
る
ま
で
、

同
掛
（
係
）
は
存
続
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

明
治
二
十
年
一
月
、
庁
内
の
内
部
管
理
を
担
う
知
事
官
房

が
設
置
さ
れ
る
と
、
伊
藤
は
そ
の
附
属
書
記
を
兼
務
す
る
よ

う
命
じ
ら
れ
、
同
年
三
月
に
庶
務
課
長
、
同
二
十
三
年
十
月

に
知
事
官
房
書
記
に
就
任
し
ま
す
１
５

。翌
二
十
四
年
三
月
に
は
、

俸
給
も
判
任
官
三
等
上
級
俸
（
四
五
円
）
と
な
り
、
知
事
・

書
記
官
（
副
知
事
）
に
次
ぐ
金
額
と
な
り
ま
し
た
（
同
月
退

官
。
晩
年
は
日
吉
神
社
宮
司
）。

一
貫
し
て
県
の
文
書
事
務
を
担
っ
た
伊
藤
に
対
す
る
こ
の

よ
う
な
厚
遇
は
、
県
行
政
に
お
け
る
同
事
務
の
重
要
性
を
示

す
も
の
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
当
時
は
、
公
文
書

が
「
県
民
の
も
の
」
と
い
う
意
識
に
は
乏
し
か
っ
た
も
の
の
、

行
政
事
務
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
に
は
、
今
と
同
様
に
欠
か

せ
な
い
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。

（
大
月
英
雄
）

１

「
諸
課
各
専
務
及
人
民
へ
達
簿
」【
明
い

（
４
）】。

33

２

『
滋
賀
県
史
』
一
～
五
編
「
官
員
履
歴
」（
国
立
国
会
図
書
館
蔵
）。

３

「
本
県
無
記
号
達
編
冊
」【
明
い

（

）（

）】、【
明
い

（

）】、

37

76

78

58

144

【
明
い

（
１
）】。

60

４

「
布
達
番
号
簿
」【
明
い

】、【
明
い

】。

34

95

５

「
退
職
者
履
歴
書
」【
明
え

（

）】。

149

35

６

「
太
政
官
公
達
編
冊
」【
明
あ

（

）】。

114

47

７

「
官
省
申
牒
録
」【
明
う

（

）】。

58

17

８

「
本
県
甲
号
達
編
冊
」【
明
い

（
１
）】。

65

９

「
丁
号
達
編
冊
」【
明
い

合
本
１
（

）】。

161

23

１
０

「
庁
中
諸
達
並
ニ
訓
令
編
冊
」【
明
い

合
本
１
（

）】。

167

49

１
１

「
庁
中
達
編
冊
」【
明
い

合
本
１
（

）】。

170

23

１
２

「
庁
中
達
并
訓
令
編
冊
」【
明
い

合
本
２
（
８
）】。

174

１
３

「
課
号
達
原
議
編
冊
」【
明
い

合
本
２
（

）】。

183

90

１
４

「
本
県
訓
令
編
冊
」【
明
い

合
本
２
（

）】。

206

83

１
５

前
掲
「
退
職
者
履
歴
書
」。

②簿書保存規程【明い167合本１（49）】
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【
企
画
展
示
】

「
白
熱
す
る
滋
賀
県
会
―
湖
国
か
ら
見
た
明
治
維
新
③
―
」

期
間

７
月

日
（
月
）
～

月

日
（
木
）

23

10

18

「
溢
れ
る
琵
琶
湖
、
出
征
す
る
県
民

―
湖
国
か
ら
見
た
明
治
維
新
④
―
」

期
間

月

日
（
月
）
～
１
月

日
（
木
）

10

22

24

【
講
演
会
】

「
琵
琶
湖
の
水
運
史
―
汽
船
と
鉄
道
の
時
代
を
中
心
に
―
」

日
時

月

日
（
水
）

時
半
～

時

11

21

13

15

講
師

太
田
浩
司
氏
（
長
浜
市
市
民
協
同
部
学
芸
専
門
監
）

会
場

滋
賀
県
庁
新
館
７
階
大
会
議
室

【
利
用
時
間
】

午
前
９
時
～
午
後
５
時

【
休
室
日
】

土
日
祝
日
、
年
末
年
始

【
閲
覧
方
法
】

◇
来
室
し
て
申
請

①
室
内
の
文
書
目
録
（
パ
ソ
コ
ン
ま
た
は
紙
）
で
閲
覧
し

た
い
文
書
を
探
す
。

②
閲
覧
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
受
付
に
提
出
。

＊
個
人
情
報
の
審
査
が
終
わ
る
ま
で
、
数
日
～
１
週
間

程
度
か
か
り
ま
す
〔
電
話
・
メ
ー
ル
等
で
連
絡
〕）。

③
文
書
を
閲
覧
す
る
。

◇
自
宅
か
ら
申
請

①
当
室
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
「
歴
史
的
文
書
」
目
録
で
閲
覧

し
た
い
文
書
を
探
す
。

②
閲
覧
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
、
メ
ー
ル
・
Ｆ

Ａ
Ｘ
で
提
出
（
審
査
が
終
わ
る
ま
で
連
絡
を
待
つ
）。

③
文
書
を
閲
覧
す
る
。

【
そ
の
他
の
利
用
】

・
文
書
の
撮
影
は
、
持
参
し
た
機
器
で
各
自
が
行
っ
て
く
だ

さ
い
（
複
写
物
の
交
付
は
、
職
員
に
御
相
談
く
だ
さ
い
）。

・
企
画
展
示
、
自
治
体
史
・
事
典
等
の
書
籍
は
、
審
査
な
し

で
自
由
に
閲
覧
で
き
ま
す
。

・
文
書
の
掲
載
・
借
用
の
際
に
は
、
別
途
該
当
す
る
申
請
書

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

①
Ｊ
Ｒ
大
津
駅
か
ら
東
へ
徒
歩
５
分
。

②
京
阪
電
気
鉄
道
島
ノ
関
駅
か
ら
南
南
西
へ
徒
歩
５
分
。
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【
表
紙
解
説
】
西
明
寺
境
内
見
取
図

古
社
寺
保
存
法
（
明
治
三
十
年
）
に
基
づ
く
特
別
保
護

建
造
物
の
県
下
第
一
号
と
し
て
指
定
さ
れ
た
の
が
、
犬
上

郡
東
甲
良
村
（
現
甲
良
町
）
に
あ
る
西
明
寺
本
堂
で
す
。

明
治
三
十
年
（
一
八
九
七
）
十
二
月
の
第
一
回
目
の
指
定

に
よ
る
も
の
で
し
た
。

表
紙
の
写
真
は
、
西
明
寺
境
内
の
様
子
を
描
い
た
も
の

で
す
。
ま
た
、
指
定
さ
れ
た
本
堂
の
図
面
は
本
誌
４
頁
に

掲
載
し
て
い
ま
す
。
ど
ち
ら
も
、
同
頁
で
ご
紹
介
し
た
「
古

社
寺
調
書
編
冊
」
に
綴
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

西
明
寺
は
現
在
で
も
紅
葉
の
名
所
と
し
て
有
名
で
す

が
、
絵
図
で
も
赤
く
色
づ
い
た
木
々
が
描
か
れ
て
い
る
の

が
印
象
的
で
す
。

mailto:kenmin-j@pref.shiga.lg.jp

